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Ⅰ 公募の目的及び概要 

 

 

 市では、地域包括ケアシステムの構築に向けて、平成２９年度から市内を５つの圏域に分け、それ

ぞれ１ヶ所、計５ヶ所の地域包括支援センターを設置し、地域包括支援センター運営事業及び生活支

援体制整備事業を法人に委託しています。現在５つの法人と委託契約を締結していますが、令和８年

３月３１日をもって、委託期間が満了することに伴い、あらためて、すべての地域包括支援センター

を対象に、地域包括支援センターの役割を理解し、地域の実情や課題を的確に捉え、柔軟かつ主体的

に取り組んでいただける受託法人を募集するものです。 

なお、１つの法人が応募できるのは、２圏域までとします。 

 

  

 

 各地域包括支援センターの担当圏域・地区及び設置場所・設置数は表１、圏域別人口は表２のとおりで

す。  

表１ 地域包括支援センターの名称、担当圏域、設置数、設置場所、担当地区 

名称 圏域 設置数 設置場所 担当地区 

印西北部 

地域包括支援センター 
北部 １  

大森２５５１番地４ 

 

木下・木下南・竹袋・別所・宗甫・木

下東・平岡・平岡官堤・小林・小林官

堤・小林官堤腹・小林北・小林浅間・

小林大門下・大森・鹿黒・鹿黒南・亀

成・発作・相嶋・浅間前・大森官堤・

浦部・浦部村新田・白幡・浦幡新田・

高西新田・小倉・和泉・牧の台 

印西南部 

地域包括支援センター 
南部 １ 

中央南１丁目４番地３ 

コスモスパレット 

パレットⅡ内 

小倉台・大塚・牧の木戸・木刈・武西

学園台・戸神台・中央北・中央南・内

野・原山・高花 

船穂 

地域包括支援センター 
船穂 １ 

草深９２４番地 

そうふけふれあいの里内 

武西・戸神・船尾・松崎・松崎台・結

縁寺・多々羅田・草深・東の原・西の原・

原・泉・泉野 

印旛 

地域包括支援センター 
印旛 １ 

美瀬一丁目２５番地 

印旛支所分庁舎内 

※令和８年度内に印旛支所

内へ移転予定 

瀬戸・山田・平賀・平賀学園台・吉

高・萩原・松虫・岩戸・師戸・鎌苅・

大廻・造谷・つくりや台・吉田・美

瀬・舞姫・若萩 

本埜 

地域包括支援センター 
本埜 １ 

笠神２５８７番地 

本埜支所内 

中根・荒野・角田・竜腹寺・惣深新田

飛地・滝・物木・笠神・行徳・川向・

下曽根・中・萩埜・桜野・押付・佐野

屋・和泉屋・甚兵衛・立埜原・松木・

中田切・下井・長門屋・酒直卜杭・安

食卜杭・将監・本埜小林・滝野・みど

り台・牧の原 

Ⅰ－１  公募の趣旨 

Ⅰ－２  担当圏域及び設置場所等 
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表２ 圏域別人口                           （令和７年３月３１日現在） 

圏域 人口 第１号被保険者数 前期高齢者数 後期高齢者数 高齢化率 

北部 21,308人 7,138人 3,446人 3,692人 33.5％ 

南部 37,616人 10,204人 5,803人 4,401人 27.1％ 

船穂 24,393人 3,805人 2,154人 1,651人 15.6％ 

印旛 12,011人 3,679人 1,644人 2,035人 30.6％ 

本埜 16,373人 2,714人 1,376人 1,338人 16.6％ 

 

 

 

 業務の名称は、「印西市地域包括支援センター運営事業業務委託」で、介護保険法（平成９年法律第

１２３号。以下「法」という。）第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センターとしての機

能及びこれに関連する政省令等に定められた次の業務を行います。 

 応募にあたっては、関係法令等を確認してください。 

 

１．包括的支援事業 

 （１）第１号介護予防支援事業（法第１１５条の４５第１項第１号ニ） 

 （２）総合相談支援業務（法第１１５条の４５第２項第１号） 

 （３）権利擁護業務（法第１１５条の４５第２項第２号） 

 （４）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（法第１１５条の４５第２項第３号） 

 （５）在宅医療・介護連携推進事業（法第１１５条の４５第２項第４号） 

 （６）認知症総合支援事業（法第１１５条の４５第２項第６号） 

 （７）地域ケア会議推進事業（法第１１５条の４８第１項、第２項） 

 

２．任意事業（法第１１５条の４５第３項） 

（１）家族介護支援事業 

 （２）認知症サポーター等養成事業 

 

３．指定介護予防支援業務（法第１１５条の２２） 

 

４．介護予防・日常生活支援総合事業の一部（法第１１５条の４５第１項第２号） 

 （１）一般介護予防事業 

 

５．生活支援体制整備事業（法第１１５条の４５第２項第５号） 

 

６．その他の業務 

 

Ⅰ－３  業務内容 
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※業務内容の詳細については、印西市地域包括支援センター運営事業業務委託仕様書（以下「仕様書」と

いう。）のとおりです。 

※認知症総合支援事業において実施する認知症カフェについては、別途、受託法人と委託契約を締結し

た上で、業務を実施していただく予定ですので、認知症カフェの実施に要する経費については委託料

には含みません。 

 

 

 

１．専門職の配置 

次のアからウまでの職種（以下「３職種」という。）の職員を配置することとします。 

  ア 保健師その他これに準ずる者（保健師等） 

ａ 保健師 

   ｂ 地域ケア、地域保健等に関する相談業務経験があり、かつ高齢者に関する公衆衛生業務経

験を１年以上有する看護師（准看護師は含まない） 

  イ 社会福祉士その他これに準ずる者（社会福祉士等） 

   ａ 社会福祉士 

   ｂ 福祉事務所の現業員等の業務経験が５年以上又は介護支援専門員の業務経験が３年以上あ

り、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に３年以上従事した経験を有する者 

  ウ 主任介護支援専門員その他これに準ずる者（主任介護支援専門員等） 

   ａ 主任介護支援専門員 

   ｂ 「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」（平成１４年４月２

４日付け老発第０４２４００３号厚生労働省老健局長通知）に基づくケアマネジメントリー

ダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談

対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者 

ⅽ 地域包括支援センターが育成計画を策定しており、地域包括支援センターに現に従事する

主任介護支援専門員の助言のもと、将来的な主任介護支援専門員研修の受講を目指す介護

支援専門員であって、介護支援専門員として従事した期間が通算５年以上である者 

   ⅾ 主任介護支援専門員研修修了予定者 

     令和８年度の千葉県主任介護支援専門員研修の受講により資格取得を予定する者も可とし

ます。 

 

２．生活支援コーディネーター（以下「コーディネーター」という。）の配置 

 生活支援体制整備事業を実施する第２層の生活支援コーディネーターとして、特に資格要件等は設

けませんが、次の①から④に定める者を配置することとします。 

   ① 市民活動への理解を深め、多様な理念を持つ地域のサービス提供主体の調整を適切に行う

ことのできる者 

 

Ⅰ－４  人員体制 

－４  委託期間 
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   ② 所属する法人の利益によることなく、地域の実情や地域住民のニーズを踏まえ、公平・中

立な立場で適正な活動を行うことのできる者 

   ③ 配置した時点で国や都道府県が実施する研修を受講していない場合は、速やかに当該研修

を受講できる者 

   ④ 上記①から③の他、本業務の目的を達成できる者 

 

３．事務職員の配置 

  地域包括支援センター運営事業業務に係る事務を取り扱う職員として事務職員を配置することとしま

す。事務職員については、当該事務を確実に遂行することを条件とし、必ずしも当該地域包括支援センタ

ー内で勤務する必要はありません。また、受託法人において、地域包括支援センター運営事業業務以外の

業務との兼務を可とします。ただし、兼務する場合は、地域包括支援センター運営事業業務に係る事務に

従事した時間と、それに係る人件費を明確に区分し、兼務した業務に係る人件費については、受託法人の

負担とします。 

 

４．配置人数及び勤務形態  

３職種職員の配置人数は、当該圏域における第１号被保険者の人数が６，０００人を超えている場

合、２，０００人につき１人を目安として、３職種のうちいずれかの職種の者を１人配置します。今

後、委託期間内において、第１号被保険者の増加に伴い、配置人数に不足が生じることが見込まれる

場合、受託法人と協議の上、変更する場合があります。職員の配置人数および勤務形態は、表３のと

おりです。 

    表３ 職員配置一覧                                    （単位：人） 

 

 

５．その他の職員の配置 

表３に示した職員の他に、指定介護予防支援事業所として必要な人員については、市と協議し、承

認を得た上で、すべて受託法人の負担において配置することを可とします。 

 圏域 

職種 
北部 南部 船穂 印旛 本埜 

ア 保健師等 
１ 

（常勤専従） 

１ 

（常勤専従） 

１ 

（常勤専従） 

１ 

（常勤専従） 

１ 

（常勤専従） 

イ 社会福祉士等 
１ 

（常勤専従） 

１ 

（常勤専従） 

１ 

（常勤専従） 

１ 

（常勤専従） 

１ 

（常勤専従） 

ウ 主任介護支援専門員等 
１ 

（常勤専従） 

１ 

（常勤専従） 

１ 

（常勤専従） 

１ 

（常勤専従） 

１ 

（常勤専従） 

ア、イ、ウのうちいずれかの 

職種 

１ 

（常勤専従） 

３ 

（常勤専従） 
＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ 

生活支援コーディネーター 
１ 

（常勤専従） 

１ 

（常勤専従） 

１ 

（常勤専従） 

１ 

（常勤専従） 

１ 

（常勤専従） 

事務職員 １ １ １ １ １ 
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６．その他の事項 

（１）３職種職員のうち、１人を管理者とします。 

（２）常勤専従の職員は、原則として地域包括支援センター運営事業業務以外の業務との兼務を認めま

せん。 

（３）３職種職員は、包括的支援事業等の実施に支障を来さないよう、指定介護予防支援業務（介護予

防ケアマネジメントを含む。）の１人あたりの担当件数の上限を月２０件とします。  

（４）コーディネーターは、生活支援体制整備事業の専任とし、指定介護予防支援業務（介護予防ケ

アマネジメントを含む。）にあたることは認めません。 

（５）３職種職員及びコーディネーターが、退職及び産前産後休暇・育児休暇又は１月以上の療養休

暇等を取得する場合は、速やかに市に報告し、代替職員を補充することとします。 

  

 

 

（１）開所日 

  月曜日から金曜日まで（ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日を除く。）とします。 

（２）開所時間 

  印西市福祉部高齢者福祉課の窓口対応時間と同様とします。 

（３）２４時間対応 

  開所日・開所時間に関わらず、緊急の相談・支援に備え、電話等により２４時間の対応が可能な

体制を確保してください。 

 

 

 

１．委託期間 

令和８年３月１日から令和１２年３月３１日までとします。 

 

２．業務の引継ぎ 

令和８年３月１日から令和８年３月３１日の期間は、令和８年４月１日から円滑に業務が開始でき

るよう、現在当該圏域を担当している地域包括支援センターの受託法人と業務の引継ぎや書類の作成

など必要な準備を行うものとします。なお、この期間の業務の引継ぎ等に係る費用については、受託

法人の負担とし、委託料には含みません。 

 

３．契約の解除 

  法令等を遵守していない又は公正・中立な立場で業務を実施していないなど、地域包括支援センタ

ーの運営に著しい支障が生じたと認められる場合は、印西市地域包括支援センター運営協議会（以下

「運営協議会」という。）に諮り、委託期間の満了を待たずに契約を解除するものとします。 

Ⅰ－５ 業務時間  

Ⅰ－６  委託期間等 



6 

 

Ⅱ 運営財源等 

 

 

地域包括支援センターの運営財源は、市からの委託料（地域包括支援センター運営事業業務委託料・

生活支援体制整備事業業務委託料）及び介護報酬（介護予防ケアマネジメント・指定介護予防支援）に

より賄われます。 

 

１．委託料 

（１）地域包括支援センター運営事業業務委託料（上限額） 

 

 

 

名称 年度 
上限額 

（総額） 

上限額 

（うち生活支援体制事業分） 

印西北部地域包括支援センター 

令和７年度 

 

0円 0円 

 令和８年度 34,254,000円 5,299,000円 

令和９年度 34,254,000円 5,299,000円 

令和10年度 34,254,000円 5,299,000円 

令和11年度 34,254,000円 5,299,000円 

名称 年度 
上限額 

（総額） 

上限額 

（うち生活支援体制事業分） 

印西南部地域包括支援センター 

令和７年度 

 

0円 0円 

 令和８年度 45,754,000円 5,299,000円 

令和９年度 45,754,000円 5,299,000円 

令和10年度 45,754,000円 5,299,000円 

令和11年度 45,754,000円 5,299,000円 

名称 年度 
上限額 

（総額） 

上限額 

（うち生活支援体制事業分） 

船穂地域包括支援センター 

令和７年度 

 

0円 0円 

 令和８年度 27,567,000円 5,299,000円 

令和９年度 27,567,000円 5,299,000円 

令和10年度 27,567,000円 5,299,000円 

令和11年度 27,567,000円 5,299,000円 

名称 年度 
上限額 

（総額） 

上限額 

（うち生活支援体制事業分） 

印旛地域包括支援センター 

令和７年度 

 

0円 0円 

 令和８年度 27,567,000円 5,299,000円 

令和９年度 27,567,000円 5,299,000円 

令和10年度 27,567,000円 5,299,000円 

令和11年度 27,567,000円 5,299,000円 

Ⅱ－１  運営財源 
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※（１）の委託料に含まれる経費及び市が負担する経費は仕様書のとおりとします。 

 

（２）介護予防ケアマネジメント料 

法第１１５条の４５第１項第１号ニに規定するサービスに係る委託料です。原則的な介護予防ケア

マネジメントの場合の単価は１件あたり４，７２９円（初回の場合は３，２１０円を加算）です。 

指定居宅介護支援事業所へ原案委託を行う場合は、国保連合会を通して支払われます。 

（参考）令和６年度の介護予防ケアマネジメント作成実績       （単位：件） 

圏域 北部 南部 船穂 印旛 本埜 

件数 

（うち原案委託数） 

785 

（344） 

736 

（438） 

439 

（256） 

376 

（277） 

252 

（142） 

 

２．介護報酬（指定介護予防支援） 

法第５８条に規定する指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画費（介護報酬）であり、受託

法人の収入となります。報酬額は１件あたり４，７２９円（初回の場合は３，２１０円を加算）です。 

指定居宅介護支援事業所へ原案委託を行う場合は、国保連合会を通して支払われます。 

（参考）令和６年度の介護予防サービス計画給付実績         （単位：件） 

圏域 北部 南部 船穂 印旛 本埜 

件数 

（うち原案委託数） 

1,451 

（643） 

1,539 

（1,148） 

637 

（497） 

917 

（603） 

584 

（340） 

 

 

 

 地域包括支援センター運営事業業務委託料のうち生活支援体制整備事業業務委託料、介護予防ケア

マネジメント料及び介護報酬（指定介護予防支援）は、それぞれ会計を区分し、経理に関する帳簿等

必要な書類を整備してください。 

 

 

 

 

 

 

名称 年度 
上限額 

（総額） 

上限額 

（うち生活支援体制事業分） 

本埜地域包括支援センター 

令和７年度 

 

0円 0円 

 令和８年度 27,567,000円 5,299,000円 

令和９年度 27,567,000円 5,299,000円 

令和10年度 27,567,000円 5,299,000円 

令和11年度 27,567,000円 5,299,000円 

Ⅱ－２  経理区分 
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１．請求 

当該年度の４月１５日までに業務委託料概算払請求書を市に提出することとします。 

２．支払い 

市は業務委託料概算払請求書の受理後１４日以内に概算払いを行うものとします。 

３．精算 

配置職員に欠員が生じた場合、委託料から減算し、返還を求めることがあります。詳細については、

仕様書のとおりです。 

 

Ⅲ 応募 

 

 

 業務を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人で、以下に掲げる要件をすべて満

たす法人とします。 

（１）老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の７の２第１項に規定する老人介護支援セ

ンターの設置者、社会福祉法人、医療法人、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般

社団法人、特定非営利活動法人のいずれかであり、令和７年４月１日現在下記のア・イのいずれ

かについて実績があること。ただし、福祉用具の貸与・販売のみの事業所は除く。 

   ア 介護保険法に基づく地域包括支援センター 

   イ 介護保険法に基づく指定を受けてサービスを提供する事業所 

（２）介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の２２第２項各号の規定に該当しないこと。 

（３）福祉分野における事業において、違法行為等により指定の取消し、指定効力の全部又は一部停

止等の処分を過去５年以内に受けていないこと。 

（４）法人が現に運営している施設について、所轄庁の直近の指導監査・実地指導等において、重大

な文書指摘を受けていないこと。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続きの申し立てがなされていない法

人、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続きの開始の申し立てがなさ

れていないこと。 

（７）法人の役員に破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は拘禁刑以上の刑に処せられている

者がいないこと。 

（８）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規

定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行わないこと。 

（９）直近の２年間に、納税義務を有する税金（法人市民税、法人県民税及び法人事業税）を滞納し

ていないこと。 

（１０）公募説明会に参加していること。 

 

Ⅱ－３  委託料の支払い方法 

Ⅲ－１  応募資格 
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公募に関するスケジュールは次のとおりです。 

 

 ＊スケジュールは予定であるため、市の事情により変更する場合は、別途通知します。 

 

 

  

 募集要領は次のとおり配布します。 

 

 

 

 

 

  項目 日程 

１ 公募開始・募集要領配布開始 令和7年11月4日（火） 

２ 公募説明会参加申込書提出期限 令和7年11月18日（火） 

３ 公募説明会開催 令和7年11月19日（水） 

４ プロポーザル参加申込書・質問書受付開始 令和7年11月19日（水） 

５ プロポーザル参加申込書提出期限 令和7年11月26日（水） 

６ 参加資格確認結果通知書発送 令和7年11月28日（金） 

７ 質問書提出期限 令和7年12月5日（金）  

８ 質問回答期日 令和7年12月9日（火） 

９ 応募書類提出期限 令和7年12月15日（月） 

10 審査（プレゼンテーション） 令和7年12月25日（木） 

11 地域包括支援センター運営協議会開催 令和8年1月中旬 

12 審査結果通知・公表 令和8年1月下旬 

13 契約締結 令和8年2月中旬 

14 業務引継ぎ 令和8年3月１日から3月31日 

15 業務開始 令和8年4月１日 

配布期間 令和7年１１月４日（火）から１１月１８日（火）まで 

配布場所 

①  印西市役所１階 高齢者福祉課窓口 

  （平日午前８時３０分から午後５時００分まで） 

②  印西市ホームページ http://www.city.inzai.chiba.jp/ 

Ⅲ－２  スケジュール 

Ⅲ－３  募集要領の配布 
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 応募予定者は、必ず公募説明会に参加してください。 

 

 

 

応募にあたっては、事前に参加申込みが必要です。 

 

 

日  時 令和７年１１月１９日（水） 午後２時から（午後３時３０分終了予定） 

場  所 印西市役所 ３階 大会議室 

申込方法 

【申込期限】令和７年１１月１８日（火）午後５時１５分まで 

【申込方法】電子メール （アドレス：koureika@city.inzai.chiba.jp） 

【提出書類】公募説明会参加申込書（様式１） 

【件    名】公募説明会参加申込書 

 

※送信後は必ず電話で送信した旨を伝え、着信したことを確認してください。 

そ の 他 
・応募予定者は必ず出席してください。 

・参加者は３名までとします。 

提出書類 

次の①から⑤の順にインデックスを付し、Ａ４縦型ファイルに左綴じしたも

のを１部提出してください。 

①プロポーザル参加申込書（様式２） 

② 誓約書（様式３） 

③介護保険法に基づく事業実績（様式４） 

④ 監督官庁の実地検査等の結果及び改善報告書（直近に実施されたもの） 

   ※印西市内における施設・事業所についてのみ 

⑤ 納税義務を有する税金の納税証明書（直近２年分） 

受付期間 
令和７年１１月１９日（火）から１１月２６日（水）まで 

平日午前８時３０分から午後５時００分まで 

提出方法 
【提出書先】印西市役所１階 高齢者福祉課窓口 

【提出方法】直接持参してください。（郵送不可） 

結果通知 
参加資格の確認を行い、参加資格確認結果通知書を令和７年１１月２８日（金）

に発送します。 

Ⅲ－４  公募説明会 

Ⅲ－５  参加申込み 

mailto:koureika@city.inzai.chiba.jp
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質問の受付及び回答は文書により行います。 

 

 

 

応募にあたっては、次のとおり書類を提出してください。 

 

 

 

 

 

質問方法 

【提出書類】質問書（様式５） 

【提出方法】電子メール （アドレス：koureika@city.inzai.chiba.jp） 

【件    名】質問書 

 

※送信後は必ず電話で送信した旨を伝え、着信したことを確認してください。 

受付期間 
令和７年１１月１９日（火）から令和７年１２月５日（金）の 

午後５時００分まで 

回答方法 
【回答期限】令和７年１２月９日（火）午後５時００分まで 

【回答方法】電子メールにて回答します。 

そ の 他 
・電話や口頭による質問は受け付けません。 

・質問に対する回答は参加表明者全員に回答します。 

提出書類 １４ページ「応募書類」の６～２０に掲げる書類 

書類の体裁 

① 応募書類はすべてPDF形式（代表者押印の書類を電子化したもの）とす

ること。 

② PDF のファイル名は応募書類目録（様式６）と同じにすること。 

受付期間 
参加資格確認結果通知書の受領後から令和７年１２月１５日（月）の 

午後５時００分まで 

提出方法 

【提出方法】電子メール （アドレス：koureika@city.inzai.chiba.jp） 

【件    名】応募書類 

 

※送信後は必ず電話で送信した旨を伝え、着信したことを確認してください。 

そ の 他 
受付期間経過後は、市から指示をしたものを除き、応募書類の訂正、追加

又は再提出等は一切認められません。 

Ⅲ－６  質問及び回答 

Ⅲ－７  応募書類の提出 

mailto:koureika@city.inzai.chiba.jp
mailto:koureika@city.inzai.chiba.jp
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（１）同一法人による応募は２圏域までとします。 

（２）提出書類は返却しません。 

（３）応募に要する経費等は応募者の負担とします。 

（４）提出書類は当該法人選定以外の目的には使用しません。ただし、印西市情報公開条例（平成 

１２年条例第２４号）第７条の規定により、不開示情報（個人情報や法人等の利益を害する恐れ

のある情報）を除き、情報開示の対象となります。 

（５）応募者及び応募内容が次のいずれかに該当する場合は失格とします。 

① 印西市地域包括支援センター運営事業業務委託法人選考委員会（以下「選考委員会」という。）

委員、本市職員その他関係者に対し、自己に有利な取扱いを求めるための働きかけを行う目的

で接触した場合 

② 応募書類に虚偽があるとき 

③その他不正な行為があると認められる場合 

  

Ⅳ 選定及び契約 

  

 

１．審査及び選考方法 

受託候補者の選定は、選考委員会において、評価基準に基づき、応募書類の審査及びプレゼンテー

ション・ヒアリング審査を行い、運営協議会の意見を聴取した上で決定します。 

 

２．プレゼンテーション及びヒアリング 

応募書類に基づくプレゼンテーション及びヒアリングを次のとおり実施します。 

日  時 
令和７年１２月２５日（木） 午前９時から 

※集合時間等の詳細は後日通知します。 

場  所 印西市役所 ２０４会議室 

所要時間 
・応募書類に基づくプレゼンテーション ２０分 

・応募書類等に対するヒアリング    １５分程度 

出 席 者 
・１法人３人以内とし、法人の職員以外の者の参加は認めません。 

・説明は業務に直接携わる者が行ってください。 

留意事項 

・プレゼンテーションは提出された応募書類に基づき行うものとし、パソコンや 
プロジェクター等の使用は認めません。 

・説明資料の当日追加は認めません。 

Ⅲ－８  応募に関する注意事項 

Ⅳ－１  審査及び選定 
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３．審査の評価基準 

① 評価基準は１５ページのとおりです。 

 ② 応募者が単数の場合は大項目ごとの点数が配点の６割以上の者を、応募者が複数の場合は大項

目ごとの点数が配点の６割以上の者のうち最高得点者を受託候補者として選定します。 

    なお、最高得点者が複数いる場合は、選考委員会での協議により受託候補者を選定します。 

 

４．選定結果の通知及び公表 

選定結果は、応募者に対して令和８年１月下旬に文書で通知するとともに、概要を市ホームページ

で公表します。 

 

  

 

１．契約 

受託候補者として決定した法人と市との間で細目を協議し、所定の手続きを経て委託契約を締結し

ます。 

 

２．受託の辞退 

① 受託候補者による辞退あるいは人員体制等の欠格で委託できない事故が生じたことにより市に

損害が生じた場合には、その費用を請求する場合があります。 

②  受託候補者が辞退した場合は、次点の法人を繰り上げて決定する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ－２  契約 
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Ⅴ 応募書類等一覧 

 

 

 

※証明書類は、証明年月日が書類提出時の３か月以内のもので、それぞれ発行官公署において定めた様式による

ものを使用してください。なお、複写機による写しでも差し支えありません。証明書独自に有効期限があるも

のについては、この限りではありません。 

 

 

 

 

 

 

 書類名 様式 

１ 説明会参加申込書 様式１ 

２ プロポーザル参加申込書 様式２ 

３ 誓約書 様式３ 

４ 介護保険法に基づく事業の実績 様式４ 

５ 質問書 様式５ 

６ 応募書類目録 様式６ 

７ 応募申込書 様式７ 

８ 法人の定款又は寄附行為の写し  

９ 法人の登記事項証明書  

10 印鑑証明書  

11 前事業年度の貸借対照表、損益計算書、利益処分に関する書類及び財産目録  

12 法人の役員名簿  

13 預金残高証明書  

14 法人に関する事項（法人概要） 様式８ 

15 運営に関する計画書（業務実施等） 様式９ 

16 運営に関する計画書（職員配置） 様式１０ 

17 運営に関する計画書（職員確保） 様式１１ 

18 見積書 様式１２ 

19 法人及び運営施設の概要がわかる資料（パンフレット等）  

20 その他市の指定する書類（追加提出を求めた場合）  

Ⅴ－１  応募書類 

  契約 
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別紙 

印西市地域包括支援センター運営事業業務委託法人評価基準 

 

大項目   

項目 

評価項目 評価着目点 

法
人
に
関
す
る
事
項 

１ 法人実績 

 
高齢者福祉に関する事業実績 

・印西市内または印西市外において地域包括支援センターの運営実

績があるか 

介護保険サービスの事業実績 
・印西市内または印西市外に事業所があり、介護保険サービスの提
供実績があるか 

２ 基本理念・方針 

 応募動機 ・応募動機は適切か 

応募圏域の認識 ・圏域の特性や地域課題を正しく捉えているか 

地域貢献 ・地域における役割をどのように考えるか 

地域のネットワークづくり ・地域の関係機関との連携についてどのように考えるか 

公正・中立性の確保 ・公正・中立性な立場を理解し、その確保のための方策は適切か 

３ 職員配置 

 職員の配置 ・３職種職員及び生活支援コーディネーターの確保ができるか 

欠員が生じた場合の体制確保 
・３職種職員及び生活支援コーディネーターに欠員が生じた場合の
体制確保策は適切か 

人材育成 ・職員の資質向上や専門性向上に向けた取組みをしているか 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
に
関
す
る
事
項 

４ 業務実施計画 

 総合相談支援業務、権利擁護業務 ・迅速かつ適切に対応する体制を整えているか 

包括的・継続的ケアマネジメント支援

業務 

・多職種協働を理解し、連携・協働の体制づくりの方策を検討・実施し

ているか。 

介護予防ケアマネジメント業務、

指定介護予防支援業務 

・自立支援の視点を持っているか 

・適正に実施できる人員体制を整えているか 

認知症関連業務 
・認知症及びその支援に対する正しい知識を持って、認知症支援及び

共生社会の実現に供する取り組みをしているか 

地域課題への対応 
・地域ケア会議の活用や生活支援コーディネーターとの連携など、積極
性のある取り組みを検討しているか   
  

管
理
体
制
に
関
す
る
事
項 

５ リスク管理 

 ２４時間対応体制 ・２４時間対応可能な体制を整えているか 

事故・緊急時の対応 ・事故・緊急時の対応体制を整えているか 

苦情処理の対応 ・苦情処理の体制を整えているか 

個人情報の保護・管理 ・個人情報の管理について適切な体制を整えているか 
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名   称 印西市福祉部高齢者福祉課 包括支援係 

所 在 地 〒270-1396  千葉県印西市大森２３６４番地２ 

電   話 ０４７６－３３－４５９３ 

ファクシミリ ０４７６－４０－３８８１ 

電子メール koureika@city.inzai.chiba.jp 

担当部署 

  契約 


